
令和　３年　４月　2日

い　わ　き　市　長　様

住　　　所 　いわき市平字梅本２１番地
（フリガナ） 　　イワキ　　　ハナコ 被相続人との続柄

氏　　　名 　磐城　花子 （　　　妻　　　　　）

生年月日 昭和３０年　３月　３日

電話番号 　0246-〇〇-××××

　固定資産課税台帳に登録されている下記の所有者（被相続人）が死亡したため、地方税法第384条の3

に規定する「現所有者」を次のとおり申告いたします。

〒970-8026

　いわき市平字堂根町４の８

 フリガナ

 氏　　名

住　　　所
被相続人との続柄

（フリガナ） 　　イワキ　　　ヒロシ （　　長男　　　　）

氏　　　名 　磐城　浩

住　　　所
被相続人との続柄

（フリガナ） 　　フクシマ　　マツコ （　　長女　　　　）

氏　　　名 　福島　松子

住　　　所
被相続人との続柄

（フリガナ） 　　イワキ　　　ダイスケ （　　二男　　　　）

氏　　　名 　磐城　大介

住　　　所
被相続人との続柄

（フリガナ） （　　　　　　　　　）

氏　　　名

 氏　　名

※職員確認欄（記入しないでください）
〇本人確認書類 □　運転免許証 □　その他

□　旅券
□　個人番号

－　　　　　　－

被
相
続
人

　　　磐城　一郎

被相続人との続柄

 死亡時の住所

（　　次女　　　　）

　イワキ　ウメコ

　仙台市青葉区一番町二丁目１

生年月日　　　昭和５３年１２月２５日

　福島市杉妻町５０番地

生年月日　　　　　　　　年　　月　　日

※整理番号（記入しないでください）

相続登記（該当する□にレ印を付けてください）　　　　□完了（      　    　年　　　月　　　日登記）

申
告
者
・
代
表
者
以
外
の
現
所
有
者

□今後、登記する予定（令和３年９月頃までに）　　　　　　　　□登記予定無し

　　　いわき市平字梅本２１番地

生年月日　　　昭和５５年　８月１０日

 ※摘要（記入しないでください）

現所有者申告書

申告者
（現所有者）

電話番号　　　　０２４６　（　△△　）　♢♢♢♢

　いわき市平字梅本１１１番地

生年月日　　　昭和５１年　５月　５日

現
所
有
者
代
表
者

納
税
通
知
書
を
受
け
取
る
方

生年月日　　　　　　　　昭和５７年　５月　３日

　磐城　　梅子             　　　          　　      

２．③は、亡くなられた方（被相続人）の法定相続人にあたられる方（①申告者、
②現所有者代表者 以外）の住所、氏名、生年月日及び続柄を記載してくださ
い。なお、申告者が記載して構いませんが、「納税通知書を受け取る方」と同
様に納税義務者となるため、必ず本人の了承を得た上で記載してください。納
税通知書を受け取る方が納税されない場合、督促等の対象となる可能性があ
ります。

※ 法定相続人とは・・・
⑴ 亡くなられた方の配偶者及び子（代襲相続の場合は孫等）
⑵ ⑴に該当しない場合は、直系尊属（父、母）又は兄弟姉妹等

注 なお、現所有者代表者で市外に住民登録をしている方は、被相続人と
の関係がわかる戸籍等の写しを添付してください。

注 相続放棄等により相続権がない方は記入せず、相続放棄申述受理通

１．相続登記が既に完了された方は、①「申告者（現所有者）」、②「現所有者
代表者」については、氏名（自署）、住所、生年月日、続柄及び電話番号を記載
してください。また、④「相続登記」の記載もお願いします。
③「申告者・代表者以外の現所有者」への記載は不要です。

注 なお、申告書提出の際には、申告内容の真正性を担保するため、①「申
告者（現所有者）」の本人確認のため、写真付きの身分証明書等を提示して
いただきます。
郵送により申告書を提出される場合は、写真付きの身分証明書等の写し

を添付してください。
※ 本人確認書類の種類については、別紙「本人確認書類について」を
ご確認ください。

相続登記が未了の方は、①～④の全ての記載をお願いします。

相続登記が翌年の1月1日現在で未了の場合は、登記名義人の資産に係る
固定資産税・都市計画税納税通知書が「現所有者代表者」の方へ送付される
ことになります。

この現所有者申告書は、本庁資産税課、各税務事務所又は各支所市民福
祉係へお持ちください。

ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

〒970-8686 福島県いわき市平字梅本２１番地
いわき市 財政部 資産税課 償却資産係
ＴＥＬ 0246-22-7434（直通）

レ

令和３年３月３０日死亡

被相続人の住所、氏名、死亡日、
④相続登記の完了、予定、予定無しを記載してください。

①

②

③

※ 現所有者とは、原則として相続人になります。

④


